
平成２３年１１月２４日 

 

鈴与商事ニュースリリース 

 

 

会員制急速充電サービスを行う合同会社設立に向けた合意について 
～電気自動車用急速充電インフラの整備拡大に向けた取組を開始～ 

 

 

鈴与商事株式会社は、株式会社アルバック殿、兼松株式会社殿、株式会社関電工殿、中部電力株式会社殿、

トヨタ自動車株式会社殿、株式会社日本政策投資銀行殿、本田技研工業株式会社殿、三菱自動車工業株式会社

殿と共同で、電気自動車（以下、「ＥＶ」という。）の普及拡大を目的に会員制急速充電サービスを行う「合同

会社充電網整備推進機構」（以下、「整備推進機構」という。）を設立することで合意いたしましたのでお知らせ

いたします。 
 
近年の環境志向の高まりや政府のエコカー減税・補助金の後押しを受け、ハイブリッド自動車は販売台数を

大きく伸ばしており、またＥＶやＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）も市販化が進み、次世代自動車（※

注）は一般生活者にとってもリアリティのあるクルマとなりつつあります。このような状況の中、当社は地域

に密着したカーライフサポーターとして、ＥＶユーザーに対するエネルギー供給（給電）などのサービスの創

出を図るべく、平成 22 年 3 月よりＣＨＡｄｅＭＯ協議会に参画して協議検討を重ね、今般、当社を含む上記

の９社にて整備推進機構を設立することとなりました。 
 
整備推進機構は、急速充電器のネットワーク化と急速充電サービスの会員組織化を進めることで、急速充電

インフラの整備拡大を推進いたします。 
（尚、整備推進機構についての詳細は、添付の９社共同ニュースリリースをご参照下さい。） 
 
当社は、整備推進機構に出資参画するにあたり、当社支店やグループの給油所・レンタカー営業所などの拠

点ネットワークと顧客基盤を活用して、主に静岡県・山梨県・長野県・愛知県において急速充電会員の募集を

行う予定であり、この取り組みによりＥＶユーザーの充電切れの不安を解消し、ＥＶの普及と急速充電インフ

ラの整備拡大に寄与してまいります。 
 
 また将来的には、整備推進機構が提供する会員制急速充電サービスに加え、当社独自の付加価値サービスを

開発し、会員への提供を行っていきたいと考えております。 
 
※注 次世代自動車とはハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド自動車・電気自動車・燃料電池自動車

など、従来型内燃機関自動車に比べ、環境への負荷が低い自動車を指します。 
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会員制急速充電サービスを行う合同会社設立に向けた合意について 

～電気自動車用急速充電インフラの整備拡大に向けた取組を開始～ 

 

 

株式会社アルバック、兼松株式会社、株式会社関電工、鈴与商事株式会社、中

部電力株式会社、トヨタ自動車株式会社、株式会社日本政策投資銀行、本田技

研工業株式会社、三菱自動車工業株式会社の９社は、電気自動車（以下、「Ｅ

Ｖ」という。）の普及拡大を目的に会員制急速充電サービスを行う「合同会社

充電網整備推進機構（注１）」（以下、「整備推進機構」という。）を設立す

ることで合意いたしました。 

 

ＥＶの普及拡大に重要な役割を担うＥＶ用急速充電器（以下、「急速充電器」

という。）は、本年１０月現在、約８００基設置されていますが、ＥＶユーザ

ーの利便性を考えるとまだ十分な整備とはいえない状況です。急速充電器は、

これまで各企業や諸団体が自社利用あるいは行政サービスの一環等の目的で、

設置者自らの費用負担で設置されていますが、その費用回収の有効な手段がな

いことが課題となっています。 

 

整備推進機構は、急速充電器設置者から急速充電器を登録して頂き、これをネ

ットワーク化し、会員組織化したＥＶユーザーに利用いただきます。会員から

は会費をいただき、この一部を急速充電器設置者に還元することで設置者の費

用負担の軽減を図り、急速充電インフラの整備拡大を推進いたします。整備推

進機構では、こうした会員制急速充電サービス（注２）を平成２４年度から開

始する予定です。 

 

この会員制急速充電サービスについては、CHAdeMO協議会（注３）が、全

会員に参加を呼びかけて設置（平成２２年７月）したワーキンググループにて

検討を進めてきたものです。なお、同サービスの事業化に対し、CHAdeMO協

議会は支援を表明（本年３月）しております。 

 

今後、幅広く自治体や企業へ会員制急速充電サービスへの協力を求めながら、

関係者一同、急速充電器の整備拡大に貢献できるよう、取り組んでまいります。



（注１）合同会社充電網整備推進機構 

  設 立 ：平成２３年１２月目途 

  本 店 ：東京都千代田区 

  資本金 ：１１百万円 

  目 的 ：EV向け急速充電サービス 

  代表社員：中部電力株式会社   

  出資比率：株式会社アルバック（４．５％）、兼松株式会社（４．５％）、 

株式会社関電工（４．５％）、鈴与商事株式会社（４．５％）、 

中部電力株式会社（１８．２％）、トヨタ自動車株式会社（１８．２％）、 

株式会社日本政策投資銀行（９．１％）、本田技研工業株式会社（１８．２％）、

三菱自動車工業株式会社（１８．２％） 

（注２）会員制急速充電サービス 

   EVユーザーは、会員となることで整備推進機構がネットワーク化した急速

充電器を利用でき、電池切れの不安が低減されます。また、設置者は、整備推

進機構がEVユーザーから集めた会費を原資とした還元を受けることで、急速

充電器設置ならびに維持に要する費用の負担が軽減します。 

   このような仕組みを確立することで、設置者の更なる設置意欲の向上を期待

するとともに、急速充電器の整備が進むことで、EVユーザーの利便性を更に

高め、EVの普及拡大を推進することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注３）CHAdeMO協議会 

   EV普及に不可欠な急速充電インフラの普及を推進する中核組織です。自動

車会社、充電器メーカーおよびこれを支援する企業、行政など国内外412団体

（平成23年11月1日時点）にて構成されています。 

  参考URL：http://www.chademo.com/jp/ 
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